
交付対象
設置を行おうとする喫煙室等の

単位面積当たりの助成対象経費上限額

①喫煙専用室の設置・改修

60万円/㎡②加熱式たばこ専用喫煙室などの設置・改修

③屋外喫煙所の設置・改修

③換気装置の設置など 40万円/㎡

この助成金の受給にあたっては、喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が技術的
および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の
目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のように定めています。

単位面積当たりの助成対象経費が下表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由が
あると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額
までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

例）飲食店以外の事業場で３㎡の喫煙専用室の設置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認め
られない限り、助成対象経費として ３㎡×60万円/㎡＝180万円まで（助成額にして90万円まで）しか
認められません。

留意

事項

交付申請に必要な書類 ＊印の書類には所定の様式があります。

１ 受動喫煙防止対策助成金交付申請書＊

２ 受動喫煙の防止に係る事業計画＊

３ 交付要件に該当する旨及び不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類＊

４ 措置を講じる場所の工事前の写真（申請日から３か月以内に撮影したもの）

５ 設置を予定している喫煙室や換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料

６ 講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料

７
事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を
説明する書類

８ 講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し（２業者以上必要）

９ 事業開始の特例に係る申請書（交付決定前に契約、支払などを行う場合のみ）

10 その他都道府県労働局長が必要と認める書類

事業実績報告に必要な書類 ＊印の書類には所定の様式があります。

１ 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書＊

２ 受動喫煙の防止に係る事業結果概要報告書＊

３ 受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写し

４
交付決定内容を変更した場合、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書
の写し（複数回変更している場合は、すべての写し）

５
工事に関しての領収書、経費についての内訳の写し、領収書の金額が正しいことを証
する書面（振込明細書など）

６
措置を講じた場所や受動喫煙を防止するための設備・備品の詳細を確認できる写真
（工事終了後速やかに撮影したもの）

７ 交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類

８ 講じた措置が要件を満たしていることが確認できる資料

９ その他都道府県労働局長が必要と認める書類


